
     （教職員課） 

件  名 

学校職員の給与に関する条例等の改正に伴う教育委員会規則等の改正について 

 

提出理由  

 学校職員の給与に関する条例等の改正に伴い、学校職員の期末手当及び勤勉手

当に関する規則の一部を改正する規則等について、埼玉県教育委員会の権限に属

する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき専決処理したので、

同条第２項の規定により報告します。 

 

概  要  

１ 専決処理した理由 

  「学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」が県議会令和６年１２月定例会において

成立し、規則及び訓令の一部改正について緊急に処理する必要が生じ、かつ、

教育委員会の会議を招集するいとまがなかったため。 

 

 

報告事項 

1



 

２ 専決処理の状況 

 ⑴ 専決処理した規則 

  ア 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

  イ 会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 

 ⑵ 専決処理した訓令 

   技能職員の給与等に関する規程の一部を改正する訓令 

 ⑶ 専決処理日 

   令和６年１２月２０日 

 ⑷ 規則等の公布日 

   令和６年１２月２４日 
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根拠法令 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭和６１年埼玉県

教育委員会規則第１３号）（抄） 

 （臨時代理等） 

第４条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、

緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議

を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し又は

専決処理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決処理したときは、次回の

教育委員会の会議にその理由並びに当該事務の管理及び執行の状況を報告しな

ければならない。 
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ア 規則の概要
期末手当及び勤勉手当の計算方法等を定めるもの

イ 改正の概要
学校職員の給与に関する条例の改正に伴う勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、

勤勉手当の成績率の上限を定める規定の改正
⇒ 計算式（概要） 勤勉手当額 ＝ 基礎額（給料月額等）× 成績率

《例》教諭の場合

ウ 施行期日等
施行日：公布の日 適用日：令和６年１２月１日

エ 専決処理日・公布日
専決処理日：令和６年１２月２０日 公布日：令和６年１２月２４日

１ 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

成績率の上限 条例で定める割合

改正前 205/100 102.5/100（令和6年度6月期）

改正後（R6.12.1～） 215/100 107.5/100（令和6年度12月期）

条例で定める割合を勘案し
つつ、規則で定める上限の
範囲内で設定する

○ 改正規則等の概要
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ア 規則の概要
会計年度任用学校職員の報酬の額等を定めるもの

イ 改正の概要
学校職員の給与に関する条例の改正に伴う給料表の引上げを踏まえ、会計年度任用学校
職員の報酬計算の基礎となる報酬基準額を改定
《例》

ウ 施行期日等
施行日：公布の日 適用日：令和６年４月１日

エ 専決処理日・公布日
専決処理日：令和６年１２月２０日 公布日：令和６年１２月２４日

２ 会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則

区分 改定前 改定後

高等学校（普通免許状） 398,767円 403,541円

小・中・義務教育学校（普通免許状） 361,897円 369,210円
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ア 規程の概要
技能職員の給与、昇格、昇給等について定めるもの

イ 改正の概要
職員の給与に関する条例の改正に伴う給料表の引上げ等を踏まえ、技能職員の給料表

を改定

ウ 施行期日等
施行日：公布の日 適用日：令和６年４月１日

エ 専決処理日・公布日
専決処理日：令和６年１２月２０日 公布日：令和６年１２月２４日

３ 技能職員の給与等に関する規程
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 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表                    （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 

 

第一条～第十三条 （略） 

 

 

第一条～第十三条 （略） 

 （勤勉手当の成績率） 

第十四条 成績率は、学校職員の勤務成績に応じ、定年前再任用短時間勤務

学校職員以外の学校職員にあつては百分の二百十五以下（条例第十二条の

二第二項に規定する教育四級職員（以下この条において「教育四級職員」

という。）にあつては、百分の二百五十五以下）、定年前再任用短時間勤

務学校職員にあつては百分の百二・五以下（教育四級職員にあつては、百

分の百二十二・五以下）の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

この場合において、学校職員が基準日以前六箇月以内の期間において法第

二十九条の規定による懲戒処分を受けているときは、別に人事委員会が定

める基準に従い定めるものとする。 

 

第十五条～第十八条 （略） 

 

 （勤勉手当の成績率） 

第十四条 成績率は、学校職員の勤務成績に応じ、定年前再任用短時間勤務

学校職員以外の学校職員にあつては百分の二百五以下（条例第十二条の二

第二項に規定する教育四級職員（以下この条において「教育四級職員」と

いう。）にあつては、百分の二百四十五以下）、定年前再任用短時間勤務

学校職員にあつては百分の九十七・五以下（教育四級職員にあつては、百

分の百十七・五以下）の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

この場合において、学校職員が基準日以前六箇月以内の期間において法第

二十九条の規定による懲戒処分を受けているときは、別に人事委員会が定

める基準に従い定めるものとする。 

 

第十五条～第十八条 （略） 

 

別表第一～別表第三 （略） 

 

別表第一～別表第三 （略） 
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学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
百
分
の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
二
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
を

「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
、
「
百
分

の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表                     （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則 

 

会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則 

第一条～第十二条 （略）  第一条～第十二条 （略） 

  

別表第１（第２条関係） 

 

別表第１（第２条関係） 

 
別表第２・別表第３ （略） 

 

別表第２・別表第３ （略） 

 

 
 

  

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 403,541円 325,433円 371,343円 299,431円 369,210円 297,603円 422,332円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別
非常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 398,767円 321,573円 364,233円 288,766円 361,897円 287,039円 417,761円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別
非常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校
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会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に

関
す
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
報
酬
等
の
内
払
） 

２ 

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
会
計

年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
報
酬
等
は
、

改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
報
酬
等
の
内
払
と
み
な
す
。 
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 技能職員の給与等に関する規程の一部を改正する訓令 新旧対照表                           （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

   技能職員の給与等に関する規程  

 

第一条～第十条 （略） 

 

   技能職員の給与等に関する規程 

 

第一条～第十条 （略） 
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別表第２～別表第六 （略） 

 

別表第２～別表第六 （略） 
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技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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附 

則 
 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
次

項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。 

（
給
与
の
内
払
） 

２ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
技
能

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

（
補
則
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県
教
育
委 

 

員
会
が
別
に
定
め
る
。 
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